
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第
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七

八

号

年
金
申
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れ
に
よ
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に
関
す
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意
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提

出

者

長

妻

昭
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年
金
申
請
遅
れ
に
よ
る
時
効
撤
廃
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

国
民
年
金
と
厚
生
年
金
で
受
給
権
が
発
生
し
た
も
の
の
、
申
請
が
遅
れ
た
た
め
に
、
時
効
に
か
か
り
、
五
年
よ
り
前
の
年

金
が
受
け
取
れ
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

�

過
去
、
で
き
る
限
り
さ
か
の
ぼ
り
、
時
効
に
か
か
っ
た
人
数
と
金
額
を
ト
ー
タ
ル
で
お
示
し
願
い
た
い
。

�

申
請
が
遅
れ
た
の
は
、
社
会
保
険
庁
や
自
治
体
の
不
十
分
な
説
明
が
原
因
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
よ
う

な
ケ
ー
ス
は
何
件
把
握
し
て
い
る
か
。

申
請
者
の
責
め
に
帰
さ
な
い
申
請
遅
れ
が
あ
る
ケ
ー
ス
は
考
え
ら
れ
な
い
の
か
。

�

申
請
者
の
責
め
に
帰
さ
な
い
申
請
遅
れ
が
あ
っ
た
場
合
、
時
効
の
適
用
は
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

二

申
請
遅
れ
に
よ
る
時
効
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
法
律
に
定
め
ら
れ
た
の
か
。
制
定
の
経
緯
と
合
理
的
な
理
由
に
つ
い
て

説
明
願
い
た
い
。

三

こ
れ
ま
で
時
効
を
撤
廃
す
る
検
討
が
な
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
か
。
撤
廃
し
た
際
に
お
こ
る
不
都
合
を
す
べ
て
列
挙
さ
れ
た

い
。

四

以
上
を
踏
ま
え
、
時
効
に
関
す
る
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

一



右
質
問
す
る
。

二


